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千葉県県土整備部 建設・不動産業課 

 
○ 申請書類に虚偽や不正があった場合は、法律により罰せられます。 
○ 行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ

提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とする

ことができません。 
 



千葉県知事へ建設業許可を申請（許可を受けている者を含む）される皆様へ 
－個人情報の取扱いについて－ 

 

【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】 

 千葉県知事が、建設業法第 3 条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書（同法

第６条に基づく許可申請書の添付書類及び第 11 条（第 17 条で準用するものを含む。）に

基づく届出書を含む。以下「許可申請書等」をいう。）により取得する個人情報は、次のと

おり利用し、第三者に提供します。 

 

１．許可申請の審査事務（千葉県知事及び国土交通大臣並びに他都道府県知事が行う許可

審査事務において相互に利用する場合を含みます。） 

２．建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務 

３．許可申請書類の閲覧 

４．国、地方公共団体及び建設業法施行令第 27 条の２に規定する法人が行う建設工事の 

発注業務について必要となる情報の提供（公共工事発注支援データベースシステムに 

より提供するものを含みます。） 

５．他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の    

定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき 

６．その他提供することについて特別の理由のあるとき 
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１ 建設業の許可について 

（１）建設業の許可 

   建設業を営もうとする者は、表１に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、

建設業の許可を受けなければなりません。 
  （建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う

営業をいいます。） 
  表１ 軽微な建設工事（＝許可を受けなくとも請け負うことができます。）                   

土木一式工事等 

（建築一式工事以外） 
１件の請負代金が５００万円未満の工事（税込み） 

建築一式工事 

次の①か②のいずれかに該当する工事 

①１件の請負代金が 1,500万円未満の工事（税込み） 

②延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事 

    ※「建築一式工事」とは．．．．．． 

       総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。住宅の新築工事が代表例であり、 

        通常、元請として請け負った工事のみ該当します。 

 
（２）建設業の種類（業種） 

建設業の許可は、表２に掲げる 28 の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが
必要です。（土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていな

い場合は、消費税込 500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。） 
表２ 建設工事の種類（業種） 
土 木 工 事 業 建 築 工 事 業 大 工 工 事 業 左 官 工 事 業

とび・土工工事業 石 工 事 業 屋 根 工 事 業 電 気 工 事 業

管 工 事 業 ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事業 鋼 構 造 物 工 事 業 鉄 筋 工 事 業

ほ 装 工 事 業 しゅんせつ工事業 板 金 工 事 業 ガ ラ ス 工 事 業

塗 装 工 事 業 防 水 工 事 業 内 装 仕 上 工 事 業 機械器具設置工事業

熱 絶 縁 工 事 業 電 気 通 信 工 事 業 造 園 工 事 業 さ く 井 工 事 業

建 具 工 事 業 水 道 施 設 工 事 業 消 防 施 設 工 事 業 清 掃 施 設 工 事 業

※建設業・建設工事の種類の詳細については、Ｐ63～69を参照 
   
（３）特定建設業の許可と一般建設業の許可 

  ア 特定建設業の許可 
    発注者から直接請け負った１件の建設工事につき、下請代金の合計額が 3,000 万円以上 

（建築工事業は 4,500万円以上）となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の 
許可が必要です。 

  イ 一般建設業の許可 
    特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。 
 
 
 
 



 

（４）知事許可と国土交通大臣許可 

  ア 知事許可 
    一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。 
  イ 国土交通大臣許可 
    二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要で

す。 
 
 
建設業法で言う｢営業所｣とは

 
    建設業法でいう｢営業所｣とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所（請

負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所）をいいます。 
    したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業

所などは営業所と認められません。 
    また、これらの事務所には、経営業務の管理責任者または令第３条の使用人、専任技術者が

常勤している必要があります。 
  

 
 



 

２ 許可の基準（許可を受けるための要件） 

  （注：以下、概要です。詳細は必ずＰ.６の「許可要件詳細一覧表」を確認してください。） 
 

 許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。 

    

（１） 「経営業務の管理責任者」がいること 

（２） 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること 

（３）  請負契約に関して誠実性を有していること  

（４）  請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること 

（５）  欠格要件等に該当しないこと 

               

（１）経営業務の管理責任者（経管）がいること 

    主たる営業所には、許可を得ようとする建設業の経営業務を管理する責任者を置かなければ 

なりません。  

    

  ア 「経管」として認められる者の条件 

 法人の場合は常勤の役員（監査役を除く）のうちの1名が、個人事業主の場合は本人又は支 

配人（要登記）のうちの1名が、次の①～③のいずれかに該当することが必要です。 

 

① 許可を受けようとする建設業（業種）に関し、５年以上「経管」としての経験を有してい 
ること。 

② 許可を受けようとする建設業（業種）以外の建設業（業種）に関し、７年以上「経管」と 
しての経験を有していること。 

③ 許可を受けようとする建設業（業種）に関し、７年以上「経管に準ずる地位」にあって、 
「経営業務を補佐した経験」を有していること。 

 

  イ 「経管」としての経験 

    営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理して 

きた経験をいい、具体的には次のいずれかの経験をいいます。 

 

   ① 法人役員の経験（要登記。非常勤役員の経験も可。監査役の経験は不可。） 

   ② 個人事業主または支配人としての経験 

   ③ 建設業許可を受けた営業所の所長（令３条の使用人）としての経験 

 

ウ 「経管に準ずる地位」にあって、「経営業務を補佐した経験」 

 

    ａ 法人の補佐経験の場合 

       役員に次ぐ職制上の地位にあり、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者 
等の配置、契約締結等に従事した経験をいいます。 

     ｂ 個人事業主の補佐経験の場合 
      当該個人事業主に次ぐ職制上の地位（事業専従者）にあって、建設工事の施工に必要 

とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等に従事した経験をいいます。 
 
 
 
 



 

 
エ 「経管」に関するその他の留意点 

    

① 他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経管」にはなれません（但し、「他社」に 
おいて複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く）。  

   ② 「経管」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業 
免許における専任の取引主任者等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできま 
せん（但し、建設業において専任を要する営業所と同一企業で同一場所である場合は兼ね 
ることができます）。 
③ 執行役員は「法人の役員」にはあたらないものの、「経管に準ずる地位」ではあり得ます。 

※「Ｐ.６ 許可要件詳細一覧表 」「Ｐ.４４」参照。 
 

（２）専任技術者（専技）を営業所ごとに置いていること 

    営業所ごとに、許可を得ようとする建設業（業種）の専任の技術者を常勤で置かなければ 

なりません。  

 

  ア 「専任技術者」とは 

    その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務 
に従事することを要する者で、下記イの要件を満たす者をいいます。 

 

イ 「専技」として認められる者の要件 

 

    ａ 一般建設業の許可を受ける場合 

      次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること（法第７条第２号）。 
イ 学歴＋実務経験を有する者 
ロ 実務経験を有する者 
ハ 資格を有する者 

ｂ 特定建設業の許可を受ける場合 
      次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること（法第１５条第２号）。 

イ 資格を有する者 
ロ 指導監督的実務経験を有する者 
ハ 国土交通大臣の認定を受けた者 

※ それぞれの詳細は 「 許可要件詳細一覧表 」参照。 
 

ウ 「専技」に関するその他の留意点 

    

① 他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「専技」にはなれません（但し、「他社」に 

おいて複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く）。 

   ② 「専技」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業 
免許における専任の取引主任者等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできま 
せん（但し、建設業において専任を要する営業所と同一企業で同一場所である場合は兼ね 
ることができます）。 
③ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、同一営業所内では、両者を１人で 
兼ねることができます。 

④  複数の業種の「専任技術者」の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種 
の「専任技術者」を兼ねることができます。 
 



 

（３）請負契約に関して誠実性を有していること 

 次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがない 
ことが必要です。 

     法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者 
     個人の場合…その者又は支配人 
   

（４）請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること 

   倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要 
があります 

  
ア 一般建設業の許可を受ける場合 

      次の①、②、③のいずれかに該当すること。 
① 直前の決算（新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表）において 
自己資本（貸借対照表の「純資産合計の額」）が５００万円以上であること。 
② ５００万円以上の資金調達能力のあること（P.46参照）。 
③  直前５年間許可を受けて継続して営業した実績のあること（更新申請や許可を 
受けて５年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当します）。 

イ 特定建設業の許可を受ける場合 

※「 許可要件詳細一覧表 」参照。 
 

（５）欠格要件等に該当しないこと 

   欠格要件等に該当する場合には、許可を受けられません。  

※「 許可要件詳細一覧表 」参照。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（６） 許可要件詳細一覧表 

    

 

項  目 一般建設業の許可 特定建設業の許可 

１ 

経

営

業

務

の

管

理

責

任

者 

法人では常勤の役員

(合同会社の有限責任
社員、合資会社及び合

名会社の無限責任社

員、株式会社の取締

役､委員会設置会社の

執行役又は法人格の

ある各種の組合等の

理事等をいう)のうち
１人が、また、個人で

は本人又は支配人の

うち１人が右のいず

れかに該当すること。

※「役員」には、執行

役員、監査役、会社参

与、監事及び事務局長

等は含まれない。 

―法第７条第１号―             ―法第15条第１号― 
 
イ 許可を受けようとする建設業に関し、５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 
ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者 
（１）許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、７年以上経営業務の管理責任者としての

経験を有する者 
（２）許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位（使用者が法人であ

る場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位）にあって

次のいずれかの経験を有する者 
①経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限

委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として５年以上建設業の経営業務を総合

的に管理した経験 
②７年以上経営業務を補佐した経験 

（３）前記以外で国土交通大臣が建設業法第７条第１号イに掲げるものと同等以上の能力を有する

と認める者 

２

 

専

任

技

術

者 

 
営業所ごとに右の

いずれかに該当する

専任の技術者がいる

こと 

－法第７条第２号― 
イ 学校教育法（P.29の＜参考＞参照）による
高校の所定学科（旧実業高校を含む）を卒業

後５年以上、大学の所定学科（高等専門学校・

旧専門学校を含む）を卒業後３年以上、許可

を受けようとする建設業に係る建設工事に関

する実務経験を有する者 
（P.74の「所定学科一覧表」参照） 
ロ 10年以上、許可を受けようとする建設業に
係る建設工事に関する実務経験を有する者

（学歴・資格を問わない） 
ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を

有すると認められた者 
①P.70～71の資格区分に該当する者 
②その他、国土交通大臣が個別の申請に基づ

き認めた者 

―法第15条第２号― 
イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ

て国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又

は、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定め

た免許を受けた者 
（P.72～73の資格区分に該当する者） 
ロ 法第７条第２号イ・ロ・ハに該当（左欄参照）

し、且つ、元請として 4,500 万円以上の工事
（昭和59年10月1日前にあっては、1,500万
円以上、平成 6年 12月 28日前にあっては、
3,000万円以上）について2年以上指導監督的
な実務経験を有する者 
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等

以上の能力を有すると認めた者（大臣認定者）

 
＊指定建設業（P.29参照）については上記のイ又
はハに該当する者に限る 

３

 

誠

実

性 

法人、法人の役員、

個人事業主等が、請負

契約に関し、不正又は

不誠実な行為をする

恐れが明らかな者で

ないこと 

―法第7条第３号―              ―法第15条第1号― 
 法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人（支店長・営業

所長）、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為

をする恐れが明らかな者」でないこと。 
 その例として、上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」

又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から５年を

経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。 



 

項  目 一般建設業の許可 特定建設業の許可 

―法第７条第４号― 
 下記の①、②、③のいずれかに該当すること

 
① 直前の決算において自己資本が５００万円

以上であること 
② ５００万円以上の資金調達能力のあること

（P.46参照） 
③ 直前５年間許可を受けて継続して営業した

実績のあること 

―法第15条第３号― 
 直前の決算において下記の①、②、③、④の

要件すべてに該当すること 
 
① 欠損の額が資本金の20％を超えないこと 
② 流動比率が75％以上であること 

流動資産 
     流動負債 

③ 資本金が2,000万円以上あること 
④ 自己資本が4,000万円以上あること 

４

 

財

産

的

基

礎

等 

 
請負契約を履行する

に足る財産的基礎等

のあること 

＜法人の場合＞ 
※「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計」の額をいう。 
  「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が

資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいう。 

５

欠

格

要

件

等 

 
欠格要件等 

― 法 第 ８ 条 ― 
 
 下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。 
 
１ 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記

載が欠けているとき 
２ 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に

該当しているとき 
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者 
② 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日

から5年を経過しない者 
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過
しないもの 

③ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす

おそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を

命ぜられ、その停止期間が経過しない者 
④ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり､又はその刑の執行を受けることがなくな

った日から5年を経過しない者 
⑤ 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
ア 建設業法 
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、 
労働者派遣法の規定で政令で定めるもの 
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の３、第222条若しくは第247条の罪
若しくは暴力行為等処罰に関する法律 

 

流動比率＝ ×１００ 



 

３ 許可申請の手続き 

（１）申請書の提出先及び提出部数 

 ア 国土交通大臣許可 
○ 書類の提出先  千葉県県土整備部建設・不動産業課（県庁中庁舎７F）043-223-3108・3110 

○ 申請書等の部数 正本１通のほか営業所（本店を含む。）のある都道府県の数と同一部数の 
写し、申請者控え 

 イ 千葉県知事許可 
○ 書類の提出先  申請者の本店所在地を管轄する地域整備センター（整備事務所） 

※本手引の裏表紙「地域整備センター（整備事務所）一覧表」参照 
○ 申請書の部数  正本１通、写し１通、申請者控え 
         （添付書類及びとじ方は、P.11参照） 
＊ 許可申請書類の入手方法は、P.82参照 

  
（２）許可の申請区分 

申 請 区 分 説      明 
１ 新 規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合 

２ 許可換え新規 
・他の都道府県知事許可から千葉県知事許可へ 
・千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ 
・国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ 

３ 般・特新規 
・一般建設業のみを受けている者が特定建設業を申請する場合 
・特定建設業のみを受けている者が一般建設業を申請する場合 

４ 業 種 追 加 
・一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合 
・特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合 

５ 更 新 ・許可を受けている建設業を引き続き行う場合 
６ ～ ９ ３～５の組み合わせによる場合 

注）同じ業種について｢特→般｣にするときは、廃業届が必要となります。ただし、法第 29 条に該当
することにより、特定の許可を継続することができなくなった場合に限ります。（財産的要件を  

満たさないことによる般・特新規申請の場合は廃業届は不要。） 
 
（参考）組織変更等の場合の申請区分 
１ 新規申請が必要な場合 
 ア 個人事業主(個人)から子が事業を継承した場合 
 イ 個人⇔法人にした場合 
 ウ 特例有限会社・株式会社⇒事業協同組合・企業組合・協業組合に組織変更した場合 
 エ 事業協同組合・企業組合・協業組合⇔持分会社（合名会社・合資会社・合同会社）に組織変更

した場合 
２ 変更届出書により処理できる場合 
 ア 特例有限会社⇒株式会社に組織変更した場合 
イ 持分会社（合名会社・合資会社・合同会社）⇔株式会社に組織変更した場合 
 ウ 持分会社の種類を変更した場合（例：合名会社⇒合資会社） 
 エ 事業協同組合・企業組合・協業組合⇒株式会社に組織変更した場合 
 



 

（３）許可申請手数料 

  許可の申請をしようとするときは、次により登録免許税又は許可申請手数料を納め 

なければなりません。 
 ア 大臣許可・・・登録免許税、手数料（収入印紙）を納入してください。 

○ 新規（許可換え新規、般・特新規含む）・・・登録免許税を主たる営業所の所在地

を所管する地方整備局等の所在地を管轄する税務署に直接納入するか、日本銀行、

国税の収納を行う日本銀行歳入代理店又は郵便局を通して直轄する税務署あてに

納入し、その領収書を申請書の所定欄に貼付してください。（関東地方整備局は 

浦和税務署が納入先となります。） 
○ 更新・追加･･･手数料を収入印紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。 

 イ 知事許可・・・手数料を千葉県の発行する収入証紙で納入し、申請書の所定欄に   

貼付してください。なお、収入証紙は P.82の売さばき機関等で購入で
きます。 

 
登 録 免 許 税 及 び 手 数 料 一 覧 
大  臣  許  可 知 事 許 可 

一般又は特定の一方 
のみを申請する場合 

一般と特定の両方を 
申請する場合 

一般又は特

定の一方の

みを申請す

る場合 

一般と特定

の両方を申

請する場合 
申 請 区 分 

免 許 税 収入印紙 免 許 税 収入印紙 収 入 証 紙 
１新 規 15万円 － 30万円 － ９万円 18万円 
２許可換え新規 15万円 － 30万円 － ９万円 18万円 
３般・特新規 15万円 － － － ９万円 － 
４業 種 追 加 － ５万円 － 10万円 ５万円 10万円 
５更 新 － ５万円 － 10万円 ５万円 10万円 
６般・特新規 
  ＋業種追加 

－ － 15万円 ５万円 － 14万円 

７般・特新規 

＋更新 
－ － 15万円 ５万円 － 14万円 

８ 業 種 追 加 

＋更新 
－ 10万円 － 

※15万円 
又は 
20万円 

10万円 
※15万円 
又は  

20万円 
９般・特新規 

＋業種追加 
    ＋更新 

－ － 15万円 10万円 － 19万円 

※ 一般又は特定の一方のみを業種追加し一般と特定の両方を更新する場合   15万円 
一般と特定の両方について業種追加し一般と特定の両方を更新する場合   20万円 

注）許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった

場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。 



 

（４）申請上の留意点 

  許可の基準（P.3～7）を参照の上、申請してください。 
  特に経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等は、既に許可を受けている他

の業者に登録されていないことを確認の上、申請してください。 
 
（５）許可通知書の送付 

 ア 知事許可・・・申請者に直接郵送します。 
          なお、標準処理期間は４５日です。 
 イ 大臣許可・・・国土交通省関東地方整備局から申請者に直接郵送します。 
          なお、標準処理期間は１２０日になっています。 
 
（６）許可の有効期間    ―法第３条― 

  許可の有効期間は、許可のあった日から５年目の対応する日の前日を持って満了しま

す。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了する

ことになります。 
  なお、引き続き建設業を営もうとする場合には、５年間の有効期間が満了する日の３

月前から３０日前までに、許可更新の手続きを行ってください。手続きをしない場合は、

期間満了とともに、許可はその効力を失い、建設業許可業者として引き続いて営業する

ことができなくなります。 
 
※ 更新手続きと同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の６０日前 

までに、大臣許可は６月前までに手続きを行ってください. 
 
許可の有効期間の調整（一本化）とは 

  許可を受けたあと、さらに他の建設業について許可の申請（業種追加、般・特新規）
をした場合、新たに許可年月日が異なる許可を受けることになります。許可日が異なる

複数の許可を保有していると、許可の有効期間に応じて更新手続きを行う必要があり、

また、許可の更新を失念するおそれもあります。 
 このため、既に受けている許可の有効期間が残っている場合でも、他の建設業に

ついての許可の更新と併せ１件の許可とすることができます。 
 この手続きを許可の有効期間の調整（一本化）といいます。 
※ 但し、業種追加、般・特新規申請に併せて既に保有している許可を更新する場合には、双方の手数

料が必要となりますので注意してください。 



 

（７）添付書類及びとじ方 

 申請書は建設業許可書類一覧表（P.12～13）の順に A４に統一して、ホチキスでとじる
か左側に２穴開け、とじひもでとじます。 
 また、確認資料は A４に統一（A4 より大きい書類は折る。）して、申請書とは別とじに
し、１部を申請書の間にはさんでください。 
 さらに、千葉県知事許可を申請する場合は、入力項目のある様式（※）も提出してくだ

さい。 
 《千葉県知事許可》 

 
 
 
 
 
 
  正本  １通       正本 １通       写し  １通 
  写し  １通       写し １通 
  控え  １通    （更新の場合は正本１通） 
 
《国土交通大臣許可》 
 
 
              ○大臣許可申請の場合の「確認資料」は「国土交通大臣 
               許可申請(変更届)などの確認資料について」を参照して

ください。 
 
  正本 １通 
  写し 営業所のある 
     都道府県の数 
  控え １通 
 
※入力項目のある様式：①申請書（様式第一号） 
           ②経営業務の管理責任者証明書（様式第７号） 
           （申請区分が３～９に該当する場合で、既に届出済の経営業務

管理責任者と変わらない場合は不要） 
           ③専任技術者証明書（様式第八号(１)） 
           ④国家資格者等・監理技術者一覧表（様式第十一号の二） 

○ 
 
建設業許可申請書 

 
○ 

○ 
 
確 認 資 料 

 
○ 

 
入力項目のある 

様式（※） 

 

○ 
 
建設業許可申請書 

 
○ 



 

４ 建設業許可申請書類・確認資料一覧表 

   建設業許可申請にあたり提出する書類は次の一覧表のとおりです。 

  【申請区分】 

  １．新    規  ４．業種追加        ７．般・特新規＋更新 

  ２．許可換え新規  ５．更  新        ８．業種追加＋更新 

  ３．般・特新規  ６．般・特新規＋業種追加  ９．般・特新規＋業種追加＋更新 

 

申請区分 

No. 申請書及び添付書類 １
・
２ 

３
・
４
・
６ 

５ 

７
・
８
・
９ 

摘  要 
説明の

ページ

(1) 建設業許可申請書(様式第1号) ○ ○ ○ ○  14 

(2) 申請書別紙一(役員の一覧表) ○ ○ ○ ○  15 

申請書別紙二(1)(営業所一覧表)新規等 ○ ○  ○  15 
(3) 

申請書別紙二(2)(営業所一覧表)更新   ○ ○  16 

(4) 申請書別紙三 ○ ○ ○ ○ 申請手数料の貼付のための様式  

(5) 工事経歴書(様式第2号) ○ ○  ○ 実績なしでも作成 17～21

(6) 
直前３年の各事業年度における工

事施工金額(様式第3号) 
○ ○  ○

実績なしでも作成 
24 

(7) 使用人数(様式第4号) ○ ○  ○  25 

(8) 誓約書(様式第6号) ○ ○ ○ ○  25 

(9) 
経営業務管理責任者証明書 

(様式第7号) 
○ ○ ○ ○

 
26 

専任技術者証明書(新規・変更) 

(様式第8号(1)) 
○ ○  ○

 
27 

 

(10) 専任技術者証明書(更新) 

(様式第8号(2)) 
  ○ ○

 
27 

(11) 
専任技術者としての資格を有する

ことを証明する資料 
○ ○  ○

卒業証明書、資格証明書等(写、監理技術者

資格者証は不可)、実務経験証明書、指導監

督的実務経験証明書のうち該当する書類 

28～31

(12) 
建設業法施行令第三条に規定する

使用人の一覧表(様式第11号) 
△ △ △ △

(3)の建設業許可申請書別紙二の｢その

他の営業所｣欄に記載した場合に提出 
32 

(13) 
国家資格者等・監理技術者一覧表

(様式第11号の2) 
△ △  △

専任技術者以外に国家資格者等がい

る場合又は特定建設業の場合で監理

技術者がいる場合に提出 

33 

(14) 
国家資格者等・監理技術者としての

資格を有することを証明する資料 
△ △  △

卒業証明書、資格証明書等(写)、実務

経験証明書、指導監督的実務経験証明

書のうち該当する書類 

33 

(15) 許可申請者の略歴書(様式第12号) ○ ○ ○ ○
(2)の建設業許可申請書別紙一に記載し

た役員全員又は個人事業主について提出 
34 

(16) 
建設業法施行令第三条に規定する

使用人の略歴書(様式第13号) 
△ △ △ △

(12)の建設業法施行令第三条に規定

する使用人の一覧表に記載した者に

ついて提出 

35 

(17) 

成年被後見人及び被保佐人に該当

しない旨の登記事項証明書 

(法務局、地方法務局で発行) 

○ ○ ○ ○ 35 

(18) 
身分証明書 

(本籍地の市町村で発行) 
○ ○ ○ ○

(2)の建設業許可申請書別紙一に記載し

た役員全員又は個人事業主、(12)の建設

業法施行令第三条に規定する使用人

の一覧表に記載した者について提出

(申請前３月以内のもの) 
36 

 



 

申請区分 

No. 申請書及び添付書類 １
・
２ 

３
・
４
・
６ 

５ 

７
・
８
・
９ 

摘  要 
説明の

ページ

(19) 株主(出資者)調書(様式第14号) ○法  □ □ 該当なしの場合も作成 36 

貸借対照表(法人用・様式第15号) ○法    

損益計算書(法人用・様式第16号) ○法    

株主資本等変動計算書 

(法人用・様式第17号) 
○法    

注記表(法人用・様式第17号の2) ○法    

新規設立で決算期が未到来の場合は

開始貸借対照表を提出 

附属明細表 

(株式会社用・様式第17号の3) 
○法    

資本金1億円を超える株式会社又は直

前の貸借対照表の負債の部に計上し

た金額が200億円以上の株式会社の場

合に提出(特例有限会社は提出不要) 

37 

貸借対照表(個人用・様式第18号) ○個    

(20) 

損益計算書(個人用・様式第19号) ○個    

新規設立で決算期が未到来の場合は

開始貸借対照表を提出 
37 

(21) 定款 ○法  □ □  38 

(22) 登記事項証明書(商業登記簿謄本) ○法  ○法 ○法
※個人で支配人登記している場合も

必要 
36 

(23) 営業の沿革(様式第20号) ○  ○ ○  38 

(24) 所属建設業者団体(様式第20号の2) ○  □ □ 該当なしの場合も作成 39 

(25) 
主要取引金融機関名(様式第 20 号の

3) 
○  □ □

該当なしの場合も作成 
40 

(26) 納税証明書 ○    

県税事務所等が発行する以下の税に係る

｢納付すべき額及び納付済額を証する書面｣ 

・大臣許可：法人は法人税、個人は所得税 

・知事許可：法人は法人事業税、個人は個

人事業税 

40 

    ○：必要書類      ○法：法人申請の場合に提出   ○個：個人申請の場合に提出 

    △：該当する場合に提出(摘要欄参照) 

    □：変更がある場合に提出 

 

※確認資料 申請書類のほか、申請に当たって許可要件（資格要件・常勤性・欠格要件等）を確認す

るため、以下の資料の提出が必要です（P.41～46参照）。 

 ①事業主・役員及び営業所の確認資料 

 ②経営業務の管理責任者の確認資料 

 ③専任技術者の常勤性の確認資料 

 ④実務経験の確認資料 

 （実務経験証明書を使用する場合） 

 ⑤指導監督的実務経験の確認資料 

 （指導監督的実務経験証明書を使用する場合に必要） 

 ⑥建設業法施行令第三条に規定する使用人の確認資料 

 （建設業法施行令第三条に規定する使用人がいる場合に必要） 

 ⑦財産的要件の確認資料 

 （一般建設業で自己資本が500万円未満の場合に必要） 

 （注）申請書類の記載内容を確認するため、他の確認資料の提出を求める場合があります。 

 ※許可申請書類の入手方法はP.82を参照 

 （注）千葉県知事許可の申請に当たっては、添付書類の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登

記事項証明書及び身分証明書については、申請書類ではなく、確認資料に綴じてください。 

 



 

５ 許可申請書の作成 

（１）建設業許可申請書（様式第一号） 

 
 

 

事実上の営業所と登記上の所在地

が異なる場合は二段書き 

<例> （登記上）千葉県○○市･･･ 
    （事実上）千葉県○○市･･･

枠の中は記入しない 

該当する業種のカラ

ムに一般の方は｢1｣特

定は｢2｣を記入(この記
載例は新規の場合) 

この申請において既

に許可を受けている

全業種について、更新

許可年月日を一本化

する時は｢1｣、それ以

外は｢2｣を記入 

注１：カラム欄に記入する字体について 

   法人の場合、商号・代表者名は登記事項証明書による。 
   個人の場合は住民票による。 

注2：許可換え新規申請の場合は、現在有効な許可通知書の写しを
添付する。 

項番15、16は許可
換え新規申請の場

合のみ記入 

更新申請の場合は項

番04、05に同じ数字

を記入 

項番08、09の姓と名

の間は一文字空ける 
市区町村に続くとこ

ろから記入 

左詰で記入すること 

1の場合、建設業以外に行ってい
る営業の種類を記入 

必ず会社等の担当者の氏名と連

絡先を記入 

複数の許可がある場

合は現在有効な許可

のうちもっとも前の

日付のものを記入 

項番06、07、08、09、
11は濁点・半濁点も含

めて1カラムに記入 

市町村コード表参照 

Ｐ75 



 

（２）建設業許可申請書 別紙（一） 

 

 

 

（３）建設業許可申請書 別紙二（１） 

 

法人のみ作成 
個人事業主は添付不要 

株式会社・有限会社・・・・取締役 
合資会社・合名会社・・・・無限責任社員 
合同会社・・・・・・・・・有限責任社員 

組合・・・・・・・・・・・理事 

全員を記入する。 
（執行役員、監査役、会計参与、 

 監事、事務局長等は除く） 

新規申請の場合は変更前の

欄への記入不要。 
業種追加、般・特新規等の 
申請、営業所の業種追加・業

種廃止等の変更届の場合は 
変更前の欄も記入する。 

許可を受けよ

うとする建設

業のうち、当該

事業所におい

て営業しよう

とする建設業

についてコー

ドを記入する。 

「従たる営業所」は、許可を

受ける建設業について営業

する主たる営業所以外の営

業所を指す。 
従たる営業所がない場合は

主たる営業所欄のみ記入。 



 

（４）建設業許可申請書 別紙二（２） 

 
 
営業所の確認資料 

  営業所の所在地が代表者の住民票（個人の場合）や登記（法人の場合）と異なる場合や、新規申請・

許可換え新規申請の場合には確認資料が必要となります。P.41をご覧ください。 

更新の場合のみ添付 

事実上の営業所と登記上の営業所

の所在地が異なる場合は二段書き 

<例> （登記上）千葉県○○市･･･ 

    （事実上）千葉県○○市･･･ 



 

（５）工事経歴書（様式第二号） 
 ａ．一般的な注意事項 

 
 
ｂ．経営事項審査を受審しない事業者用の記載例 

 

申請又は届出をする日の属す

る事業年度の前事業年度の工

事経歴を記載対象とすること



 

ｃ．経営事項審査を受審する事業者用の記載フロー 

 
 ①元請工事に係る完成工事について、元請工事の完成工事高の７割を超えるところまで記載 
 ②続けて、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の７割 
  を超えるところまで記載。 
 ただし、①②において、1,000億円又は軽微な工事の 10件を超える部分については記載を要し
ない。 

 



 

ｄ．経営事項審査を受審する事業者用の記載例 

①記載例その１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ②記載例その２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ③記載例その３ 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

★主任技術者と監理技術者★ 

 建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、施工

状況の管理・監督をしなければなりません。          （建設業法第２６条） 

 

         工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、

請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず主任技術者を配置し

なければなりません。 

 

         発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が

３０００万円（建築一式工事の場合は４５００万円）以上の場合（※）

には主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません。 

        ※金額は、いずれも消費税込です 

 

 

 

★主任技術者・監理技術者の現場専任制度★ 

  公共性のある重要な工事で、工事１件の請負金額が２５００万円（建築一式工事では

５０００万円）以上（※）の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者・

監理技術者はその工事現場に専任でなければなりません。  （建設業法第２６条第３項） 

なお、現場専任を要する監理技術者については、23 ページに記載された資格要件のほか、

公共工事、民間工事を問わず監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を

受講していることが必要です。 

 

※金額は、いずれも消費税込です。 

 

    ◇公共性のある重要な工事◇ 

  ①国・地方公共団体が発注する工事 

  ②鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事 

  ③学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事 

   ＜個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります＞ 

 

 

主任技術者 

監理技術者 

 

建設業法における技術者制度について 



 

 

 ※建設業許可における営業所の専任技術者は、原則として主任技術者・監理技術者には 

なれません。 

   例外：現場への専任性が求められない工事で、次の①～③をすべて満たす場合 

     ①専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること 

     ②専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること 

     ③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること 

 

★主任技術者及び監理技術者の要件★ 

 

◇雇用関係◇ 

 工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。 

 ※在籍出向者や派遣、短期雇用の方は主任技術者・監理技術者になれません。 

 

◇必要な資格等◇ 

 担当する建設工事の業種について、以下の資格要件を満たしている必要があります。 

 資  格  要  件 

主 

任 

技 
術 

者 

 次のいずれかに該当する者 

(１)高校（※２）の所定学科卒業後５年以上、または大学（※３）の所定学科卒業後 

３年以上の実務経験を有する者 

(２)１０年以上の実務経験を有する者 

(３)国家資格者（１級、２級の施工管理技士など）、国土交通大臣特別認定者 

指
定
建
設
業

(

※
１)

 

 次のいずれかに該当する者 

(１)国家資格者（１級の施工管理技士など） 

(２)国土交通大臣特別認定者 監 

理 

技 

術 

者 

指
定
建
設
業
以
外 

 次のいずれかに該当する者 

(１)国家資格者（１級の施工管理技士など） 

(２)主任技術者の(１)～(３)のいずれかに該当し、かつ、元請として４５００万円 

以上（※４）について２年以上指導監督的な実務経験を有する者 

(３)国土交通大臣特別認定者 

※１ 指定建設業：土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園 の７業種 

※２ 高等学校のほか、旧実業高校を含む 

※３ 大学のほか、高等専門学校（高専）、旧制専門学校を含む 

※４ 昭和 59 年 10 月 1 日以前の経験の場合には 1500 万円以上、平成 6年 12 月 28 日以前の経験について

は 3000 万円以上 



 

 

（６）直前３年の各事業年度における工事施工金額（様式第三号） 

 
 
 
様式第三号（第二条関係） 

（様式Ａ４） 

直前３年の各事業年度における工事施工金額 
 

（税込・税抜／単位：千円） 

許可に係る建設工事の施工金額 
事 業 年 度 

注文者 

の区分 
土木工事 とび・土工工事 工事 工事

その他の建

設工事の施

工金額 

合  計 

公共 200,401 0    0 200,401

元

請

民間 0 1,054    0 1,054

下  請 0 50,380    0 50,380

第３２期 

平成○年○月○日から 

平成○年○月○日まで 

計 200,401 51,434    0 251,835

公共 235,285 0    0 235,285

元

請

民間 0 1,420    0 1,420

下  請 0 50,215   9,510 59,725

第３３期 

平成○年○月○日から 

平成○年○月○日まで 

計 235,285 51,635   9,510 296,430

公共 250,832 0    0 250,832

元

請

民間 50,629 2,102    0 52,731

下  請 0 55,712   13,720 69,432

第３４期 

平成○年○月○日から 

平成○年○月○日まで 

計 301,461 57,814   13,720 372,995

公共       第  期 

平成 年 月 日から 元

請

民間       

 計       

記載要領 

１ この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。 

２ 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。 

３ 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事 

の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。 

４ 記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。 

ただし、会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ 

とができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。 

５ 「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和 40年法律第 34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を 

除く。）及び第 18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。 

６ 「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場 

    合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。 

７ 当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。 

 

 

 

許可を受けようとする、また、すでに許可

を受けている業種以外の建設業に係る軽

微な建設工事の施工金額を記入 

許可を受けようとする、

また、すでに許可を受け

ている業種ごとに記入 

資本金の額が５億円以上、または負債の合計額が200億円以

上の株式会社のことをいう。 

該当するものに丸を付す 

消費税については工事経歴書、

財務諸表と同じ取り扱いとする 

財務諸表の完成工

事高と一致する

許可申請直前の３年分を決算期

別に記入 
対応する業種の工事経歴書の

合計金額と一致する



 

 

（７）使用人数（様式第四号） 

様式第四号（第二条関係） 

（用紙Ａ４） 

使  用  人  数 

技 術 関 係 使 用 人 

営 業 所 の 名 称 

建設業法第７条第２号

イ、ロ若しくはハ又は

同法第15条第２号イ若

しくはハに該当する者

その他の技術関係使用人
事務関係使用人 合   計 

本 社 １０人 ５人 ３人 １８人

館山営業所 ５人 ３人 １人 ９人

  

  

合   計     １５人       ８人    ４人    ２７人

 

記載要領 

１ この表には、法第 5 条の規定(法第 17 条において準用する場合も含む。)に基づく許可の申請の場合 

 は、当該申請をする日、法第 11 条第 3 項(法第 17 条において準用する場合も含む。)の規定に基づく届 

 出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、営業所ごとに記載す 

 ること。 

２ 「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者(申請者が法人の 

場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。)とし、労務者は含めないものとすること。 

３ 「その他の技術関係使用人」の欄は、法第 7 条第 2 号イ、ロ若しくはハ又は法第 15 条第 2 号イ若しく 

はハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。 

 

（８）誓約書（様式第六号） 

     様式第六号（第二条関係） 

（用紙Ａ４） 

 

誓   約   書 

 

 

申請者、申請者の役員、建設業法施行令第３条に規定する使用人及び法定代理人は、 

       同法第 8 条各号(同法第 17 条において準用される場合を含む。)に規定されている欠格 

       要件に該当しないことを誓約します。 

 

平成 ２２年  ４月 ２０日 

申請者 千葉市中央区市場町１－１  

地方整備局長                        なのはな建設株式会社 

北海道開発局長                        代表取締役 千葉 一郎  印 

千葉県 知事  殿 

 

記載要領 

      「 地方整備局長 

       北海道開発局長   については、不要のものを消すこと。 

            知事 」 



 

 

（９）経営業務の管理責任者証明書（様式第七号） 

 

 

この証明書は被証明者１人につき証明者

別に作成する。 

証明者が証明できる建設業の種類を記入

(申請業種と一致しないこともある) 

証明者が申請者以外の建設業許可業者で

ある場合は、許可番号・電話番号等を記

入 

姓と名の間は１カラム空ける 

姓の最初の二文字を記入 

被証明者の在職した法人の代表者又は個

人の事業主とする 

常勤の役員：申請者が法人の場合 

本人：申請者が個人の場合 

支配人：申請者が個人で支配人をおいて

いる場合 

Ｐ.6参照 

更新・業種追加・般特新規申請等の場合は｢４｣ 

右詰して記入する。余白がある場合は0

を記入する 

注：法人において、解散等の理由により代表者から証明を得られない場合には、当時の取締役の証明で可。その際には当該法

人の閉鎖謄本を添付し、備考欄に代表者の証明を得られない理由を記入する。 

  その場合、証明者は 証明者個人の住所、当時の商号、元取締役○○ というように記載する。 

千葉県は｢１２｣ 

更新申請・変更の場合は記入する 



 

（１０）専任技術者証明書（新規・変更）（様式第八号（１）） 

 
 
専任技術者証明書（更新）（様式第八号（２）） 

 

一般の場合

は下段、特

定の場合は

上段を消

す。両方申

請する場合

は消去不要 

不要なものを消す 

業種追加、般特新規申請の

場合も「１」を記入 

姓の最初の２文字を記入 

姓と名の間は１カラム 

空ける 

法７条第2号及び第15条第2号の

資格区分、コード番号を記入。

申請業種以外の資格は記載しな

い。コード表 Ｐ70～73参照 

実務要件を要する資格もあるので注

意。コード表Ｐ70～73参照 

左の余白は0で埋める。 

すでに専任

技術者にな

っている者

が業種追

加、般特新

規の申請の

際に申請業

種の専任技

術者になる

場合、これ

までの担当

業種につい

ても記入す

る 

申請区分５、７～９の場

合のみ使用。 

コード表に従い該当コードを記

入（Ｐ70～73参照）。 
不要なものを消す 

一般の場合は下段、特定の場合は上段を消

す。両方申請する場合は消去不要 



 

（１１）専任技術者としての資格を有することを証明する資料 

  専任技術者として資格を有することを証明する資料として、以下の資料が必要です。 
 
ア 一般建設業の専任技術者(a～ｃのいずれか) 
 ａ 所定学科卒業(P74参照)で実務経験を有する場合(法第七条第二号イ該当) 

・ 卒業証明書 
・ 実務経験証明書(株式第九号)及びその確認資料(P30、46参照) 

 ｂ 実務経験(10年以上)を有する場合(法第七条第二号ロ該当) 
・ 実務経験証明書(様式第九号)及びその確認資料(P46参照) 

 ｃ 国家資格等又は大臣特別認定を有する場合(法第七条第二号ハ該当) 
・ 資格証明書の写し(監理技術者資格者証は不可)、大臣特別認定書等の写し 

(実務経験を有する資格の場合は実務経験証明書(様式第九号)及びその確認資料も必
要) 

イ 特定建設業の専任技術者(ａ～ｃのいずれか。なお指定建設業については、ａ又はｃのい
ずれか) 

 ａ 国家資格を有する場合(法第十五条第二号イ該当) 
・ 資格証明書等の写し(監理技術者資格者証は不可) 

ｂ 一般建設業の専任技術者の要件(上記アのａ～ｃのいずれか)を満たし、さらに､元請と
して 4,500万円以上の工事について 2年以上の指導監督的実務経験を有する場合(法第
十五条第二号ロ該当) 
・ 一般建設業の専任技術者の資格を有することを証明する資料 
・ 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)及びその確認資料(P46参照) 

ｃ 大臣特別認定を有する場合（法第 15条第２号ハ該当） 
・大臣特別認定書の写し 

 
  ※各国家資格等に対応する建設業の種類及びコード番号については、Ｐ70～73の有資格

コード表を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
＜参考＞学校教育法第１条の分類による専任技術者の要件 

高 等 学 校 
全日制、定時制、通信制、専攻科、

別科 

中 等 教 育 学 校 
平成 10 年学校教育法の改正によ
り創設された中高一貫教育の学校

指定学科卒業 
＋ 

実務経験５年 

大 学 
短 期 大 学 

学部、専攻科、別科 

高 等 専 門 学 校 
学科、専攻科 

指定学科卒業 
＋ 

実務経験３年 

  ※所定学科についてはP.74参照。なお専修学校・各種学校は上記の学校に該当しません。 
  （注）実務経験で２業種以上申請する場合は、業種ごとに 10 年以上の経験が必要です。

また、期間を重複することはできません（原則として 2 業種を申請する場合は 20
年を要する）。例外的に実務経験の緩和措置があります（下の「実務経験の緩和措置」

参照）。 
 
 
指定建設業とは 
  特定建設業のうち、総合的な施工技術を要するものとして「土木、建築、電気、管、鋼

構造物、ほ装、造園」の７業種が「指定建設業」と定められており、その専任技術者は、

一級の国家資格等（P.7 2～73参照）を持った者でなければなりません。 
 
 
実務経験の緩和措置 
  専任技術者の資格を実務経験（10年以上）で取得しようとする場合で、下表の要件に該
当するときは、Ａ欄の業種の経験によりＢ欄の業種の期間が最大 2年間緩和されます。 
Ａ Ｂ 要件及び緩和措置 
土 木 工 事 業 とび・土工、しゅんせつ及び

水道施設工事業 
建 築 工 事 業 大工、屋根、内装仕上、ガラ

ス、防水及び熱絶縁工事業 
大 工 工 事 業 内装仕上工事業 
内装仕上工事業 大工工事業 

Ａ欄の工事業とそれに対応するＢ欄のう

ちのいずれかひとつの工事業の経験が併

せて 12年以上あり、そのうちＢ欄の当該
工事業の経験が８年を超える場合 
 ⇒Ｂ欄の当該工事業の実務経験が認め

られる（有資格コード 99） 

 



 

① 実務経験証明書（様式第九号） 

  この様式は、実務経験を要する専任技術者の場合に必要です（P.６参照）。 
  （法第 7条第 2号、第 15条第 2号の該当者） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実務経験証明書の確認資料 
P46参照 

証明者が申請業種の

許可業者である場合

は許可番号、電話番号

等を記載する。 

実務経験年数の合計

を記入。 

証明者は被証明者の

使用者である法人の

代表者又は個人の事

業主とする 

証明者の立場

から見た被証

明者との関係

を記入する。 

＜例＞ 

役員、社員、 

従業員

注１） 

 正当な理由により、この方法によることができない場合は、当該

事実を証明できる他の者(当時の取締役、法人の清算人。その場合に

は当時の閉鎖登記簿謄本が必要)の証明を得ること 

 また、下記の①～③の事項について記入し、④、⑤の確認資料を

添付すること。 

 ①使用されていた当時の所在地 ②商号又は名称、代表者 

 ③死亡(解散)年月日等 ④証明期間の常勤性を確認できる書類 

 ⑤証明者の印鑑登録証明書 

注２） 

①工事１件ごとに記入するのが原則だが、知事許可の

場合で通年にわたって建設工事が続く場合には、そ

の年の代表的工事の件名を記入しその他の工事は

「他」として(実務経験 10 年で申請する場合は、10

行以上記入する)１年分を 1 行にまとめる。なお、1

番上の行に古いものを何年分かまとめてもよい。 

②実務経験の内容は業種が分かるように具体的に記入

する。 



 

② 指導監督的実務経験証明書（様式第十号） 

  この様式は、特定建設業（指定建設業は除く）の専任技術者で実務経験又は２級の国家資格

等(P.72～73の有資格コード表参照)の場合に必要です（法第 15条第 2号ロ該当者。P.６参照） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指導監督的実務経験とは 

 
 建設工事の設計又は施工の全般について、法第 26条に規定する「主任技術者」又は「監理技術
者」等として、工事の技術面を総合的に指導監督した実務経験をいいます。 
 ※主任技術者・監理技術者については P.22～23参照 
 
 
指導監督的実務経験証明書の確認資料 

P.46参照 
 
 

元請として直接請け

負った契約の相手方

の名称を記入する。 

工事施工期

間は重複し

ないこと。 

証明者は被証明者の

使用者である法人の

代表者又は個人の事

業主とする 

証明者の立場

から見た被証

明者との関係

を記入する。 

＜例＞ 

役員、社員、 

従業員

完成した工事のみを

記入 

１件の請負金額が4500万円(H6.12.28前は3000万円、さらに

S59.10.1前は1500万円)以上の元請工事をすべて記入(消費税含む) 

経験の内容が明らかになるように請負

契約書により具体的な名称を記入 

上記に記載した工事

期間の合計を記入し

２年以上になること 



 

 

（１２）建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第十一号） 

   この表は P.15～16 の「別紙二」に記載した「その他の営業所」の代表者を記入します。 
 

 

 
様式第十一号（第二条関係） 

（用紙Ａ４） 

建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 

営業所の名称 職  名 氏  名
フ リ ガ ナ

 生年月日 住     所 

葛南支店 支店長 船橋 次郎 昭和39年○月○日 船橋市浜町2-5-1 

     

     

     

     

     

     

 

 

建設業法施行令第３条に規定する使用人とは

 

  建設業法施行令第３条に規定する使用人とは、P.15～16 の別紙二に記載した「その他の営業

所」の代表者（建設工事の請負契約の締結及びその履行に関して一定の権限を有する者）をい

います。 

 

 

 建設業法施行令第３条に規定する使用人の確認資料 

Ｐ46 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.15～16 の「別紙二」に記載

した順序で記載する 

＜営業所の名称・職名の例＞ 

●●支店  ●●支店長 

●●営業所 取締役●●営業所長 



 

(１３)国家資格者等・監理技術者等一覧表（様式第十一号の二） 

  許可を受けようとする（受けている）建設業の種類にかかわりなく、専任技術者以外で常勤の技

術者のうち、次の①～③に該当するものについて提出してください。 
 ①P.70～73の資格を有する者（法第 7条第 2号ハ、法第 15条第 2号イ） 
 ②特定建設業（指定建設業を除く）で指導監督的実務経験を有する者（法第 15条第 2号ロ） 
 ③特定建設業で大臣特別認定を受けた者（法第 15条第 2号ハ） 
 （②、③については特定建設業の許可を受けようとする者または受けている者に限り提出） 
 ※実務経験のみの方は不要です。 
 

 
 

 (１４)国家資格者等・監理技術者としての資格を有することを証明する資料 

 国家資格者等・監理技術者として資格を有することを証明する資料として、以下の資料が

必要です。 
ア 国家資格者等(法第 7条第２号ハ又は法第 15条第 2号イ該当) 

・資格証明書等の写し(実務経験を有する資格の場合は実務経験証明書(様式第九号、 
P.30参照)及びその確認資料も必要) 

イ 監理技術者(法第 15条第 2号ロ又はハ該当) 
 a 一般建設業の主任技術者の要件(P.28(11)アの一般建設業の専任技術者の要件に同じ)を

満たし、さらに､元請として 4,500円万円以上の工事について 2年以上の指導監督的実務
経験を有する場合(法第 15条第 2号ロ該当) 
・主任技術者としての資格を有することを証明する資料 

(一般建設業の専任技術者の資格を有することを証明する資料と同じ・P28(11)のア参照) 
・指導監督的実務経験証明書(様式十号)及びその確認資料(P31参照) 

 b 大臣特別認定を有する場合(法第 15条第 2号ハ該当) 
・大臣特別認定書の写し 

※ 各国家資格等に対応する建設業の種類及びコード番号については、P.70～73の有資格コ
ード表を参照。 

不要なものを

消す。 

上記の②、③の

特定建設業の

場合のみ記入 

有資格であっても実務経験が必要な場

合があります。（有資格コード一覧表

Ｐ70～73参照） 

姓の最初から

２文字を記入

し、濁点・半濁

点も含んで1字

とする 

許可の申請業種とは

かかわりなく所持す

る資格を「一般(特定)

建設業の有資格コー

ド一覧表」（Ｐ70～73）

に従って記入する。資

格追加の場合は既に

届出済の資格コード

も記入 

区分「71項番」

5、技術者の削

除の場合を除

き、指導監督的

実務経験の者、

大臣特認の者

は、コード表に

従い該当数字

を記入する 



 

(１５) 許可申請者の略歴書（様式第十二号） 

   個人申請の場合は事業主、法人申請の場合は「様式第一号別紙１（役員の一覧表）」に記

載した役員全員について提出します。 

  

様式第十二号（第四条関係） 

（用紙Ａ４） 

 
 
 

現  住  所 千葉県南房総市千倉町瀬戸２２９４番地 

氏     名  千葉 一郎 生 年 月 日 昭和２５年 ８月 １８日生

 職     名  代表取締役（常勤） 

期    間 従 事 し た 職 務 内 容 

自 Ｓ51 年 4 月  1 日 

至  Ｈ４年 3月  31日 

 千葉工事㈱入社、昭和６１年より工事部長 

自  Ｈ４年 4 月   1 日 

至     年  月      日 
 なのはな建設㈱取締役就任 

自 Ｈ12 年 7 月   1 日 

至     年  月     日 なのはな建設㈱代表取締役就任 現在に至る 

 

 

職 

 

歴 

 

  
年  月  日 賞  罰  の  内  容 

 なし 
賞 

罰 
 

  
上記のとおり相違ありません。 
    平成○年○月○日         氏 名  千葉 一郎     印 

 

 

 

許可申請者     の略歴書 
法人の役員

本   人

法定代理人

注１）申請時に他社の取締役、代表取締役を兼ねている場合は、建設業に関係が 
なくても記載すること。 
また、地方公共団体の議員に関しても記載してください。なお、議員の方 
は常勤性の観点から、経営業務の管理責任者、専任技術者及び建設業法施 
行令第３条の使用人にはなれません。

許可申請者が「建設業法施行令第３条に規定する使用人」を兼ねている方が、建設業法施行令第３条の使用人

に関する事項をこの様式に記載した場合は、様式 13 号｢建設業法施行令第３条に規定する使用人の略歴書｣の

添付を省略することができます。 

常勤・非常勤の別を

記入する。 

現在に至るま

での職歴を記

入する。特に

建設業に関す

るものはすべ

て記入する。

申請時に

おける職

名を記入

する。 

<例> 

取締役 

事業主 

建設業の行政処分及び

行政罰のほか、その他

の賞罰についても記載

する。該当なければ「な

し」と記入する。 

法人の代表者であっても、代表者印ではなく個人の

印鑑を使用する。 

同一姓の方が申請者の中に複数いる場合には、それ

ぞれ異なる印を用いる。 

外国人の場合はサインで可。外国人で非常勤の場合

は代表者印で可とする。 



 

(１６) 建設業法施行令第３条に規定する使用人の略歴書（様式第十三号） 

   Ｐ32 の「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」に記載した者全員について  

提出します。ただし、役員を兼ねている者については、Ｐ34 の「許可申請者の略歴書」に、

建設業法施行令第３条に規定する使用人に関する内容も記入してあれば、本様式は省略でき

ます。 

 

様式第十三号（第四条関係） 

（用紙Ａ４） 

建設業法施行令第３条に規定する使用人の略歴書 

現  住  所 千葉県船橋市浜町２－５－１ 

氏     名  船橋 次郎 生 年 月 日 昭和３９年 ○月 ○日生 

営 業 所 名  葛南支店 

 職     名  支店長 

期    間 従 事 し た 職 務 内 容 

自 Ｓ63 年 4 月  1 日 

至 Ｈ13 年 3 月  31 日 
 チーバ建設工業㈱入社、平成１０年より工事係長 

自 Ｈ13 年 4 月   1 日 

至     年  月      日 
 なのはな建設㈱入社、営業部勤務 

自 Ｈ17 年 7 月   1 日 

至     年  月     日 なのはな建設㈱葛南支店長 現在に至る 

 

 

職 

 

歴 

 

  
年  月  日 賞  罰  の  内  容 

 なし 
賞 

罰 
 

  
上記のとおり相違ありません。 
    平成○年○月○日         氏 名  船橋 次郎     印 
記載要領 

   「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。 

 

 

(１７)成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 

建設業許可に関する欠格要件である「成年被後見人及び被保佐人」に該当しない旨の証明書で

す。証明書の交付は全国の法務局・地方法務局(本局のみ)で行っています。交付申請手続きの詳

細については千葉地方法務局戸籍課などに確認してください。 

また，郵送による同証明書の発行業務は東京法務局民事行政部後見登録課のみでの取扱いとな

っていますので，ご注意ください。 

 

 【千葉地方法務局戸籍課】         【東京法務局民事行政部後見登録課】 

  千葉市中央区中央港１－１１－３      東京都千代田区九段南１－１－１５ 

  ＴＥＬ：043-302-1316           ＴＥＬ：03-5213-1360 

「許可申請者の略歴書」の

記入例を参照のこと 



 

(１８)身分証明書 

平成 12 年 3 月 31 日以前に「禁治産宣告・準禁治産宣告」を受けていないこと、及び破産者で

復権を得ない者でないことの証明書です。 

証明書の交付は被証明者の本籍地の市町村で行っています。なお、身分証明書については、  

外国籍の方は不要です。 

 

 

 

 

(１９)株主（出資者）調書（様式第十四号） 

  許可申請者が法人である場合に提出します。 

 

様式第十四号（第四条関係） 

（用紙Ａ４） 

株  主 （ 出  資  者 ） 調  書 

株主（出資者）名 住       所 所有株数又は出資の価額 

   

千葉 一郎 千葉市中央区市場町１－１ ５００株 

千葉 花子 千葉市中央区市場町１－１ ２００株 

船橋 次郎 船橋市浜町2－5－Ⅰ １００株 

 

 
記載要領 

この調書は、総株主の議決権の 100 分の５以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。 

 
株主又は出資者が法人である場合には

その商号又は名称を、個人である場合

にはその者の氏名を記入する 

株数を記載するときは「○○株」とし、

出資の価額を記載するときは「○○円」

とその単位を記入する 
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